
１項 ７月１日付の人事異動によって電力指令グループの要員体制を１名減した経過を明ら

かにするとともに、要員減を可能とした根拠を明らかにすること。 
 

回答 人事異動は任用の基準に則り扱っている。なお、業務に必要な要員は確保して

いく考えである。 
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<今回の交渉で明らかになったこと> 

・今回の要員削減は、現場で要員が不足してもいない、今後の施策を踏まえての異

動、定年やその他退職での全体的なバランスをみて判断と目的が不明確な要員

体制見直しである。 

・通常の人事異動というが、施策の一環としての異動である。 

組合）今回の電力指令グループの要員を減らした経過について明らかにすること。 

会社）今回の異動は「通常の異動」である。定年及びその他の退職者が出てくる中で、電力部門の全

体的なバランスをみて、指令員を一人減らし、指令に対しては担務の見直しを実施した。 

組合）電力指令の指令員を一人減らした根拠を明らかにすること。 

会社）運用員担当、運用長、指令長の各業務を振り分けし、指令員を１名減らせると判断した。 

組合）会社は各担当の業務を振り分けたと言っているが、全体的な業務量は変わっていない。それで

は指令員を１名減らせる根拠とはならない。 

会社）現在の運用員、運用長の１日の業務量は４～５時間のため、1人工以下と考えている。 

組合）会社の考えは運用員や運用長は1人工以下と考えているといったが、現実として以前の運用員

２名体制時にも通常の業務で超勤が発生している。その実態を踏まえれば、現場実態と乖離が

ある。 

組合）要員１減できる根拠について議論をしていきたが、そもそも要員減にする目的が明確ではない。

目的を明確にしなければ、議論が噛み合わない。 

会社）目的とすれば、通常の人事異動という認識であり、今後の施策を踏まえてである。どこの現場

で要員が不足しているという訳でもない。全体的なバランスをみてである。 


